
3.11原発震災から一年以上が経ちました。
今なお、私たちは心休まる時がありません。

この間、東京電力は悲惨な事故を引き起こし、
多大なる損害を与えた企業としての責任を
どれだけ果たしてきたでしょうか？
どうして、これほどの事故を起こしながら、
検察による取り調べがないのでしょうか？
疑問と怒りが、胸の奥からわき上がってきます。

みなさん。
東電、そして原発推進政策をすすめてきた国を、
私たちの手で告訴・告発しませんか。
きちんと責任をとってもらうために、
検察に捜査するよう要求しませんか。
自分たちの人権と命を守るために、
一人ひとりがこの被害を訴えましょう。

福島原発事故の
責任をただす！

福島原発告訴団・九州

1、名　称
　この団体の名称は、福島原発告訴団といいます。
2、目　的
　この団体は、東京電力福島第一原子力発電所の事故によ
り被害を受けた住民で構成し、原発事故を起こし、被害を
拡大した東京電力株式会社及び国の原子力委員会、原子
力安全委員会、経済産業省原子力安全・保安院等の責任者
を刑事告訴することを目的とします。
3、活　動
　この団体は、上記の目的を達成するために、次の活動を
行います。
　1） 東京電力の役員を筆頭に、原子力行政に携わり、原子
　　力発電の危険性を放置し、原発事故の被害を拡大した
　　関係者を特定します。
　2） 1）で特定された人物について告訴状を作成します。
　3） 広く告訴人を募り、集団で刑事告訴を行います。
4、会　費
　この団体の会費は、個人一口1,000円とし、各自一口以
上とします。

☆告訴人の個人情報について
告訴状は福島地方検察庁に提出します。告訴人の
個人情報が、検察から被告訴人や他省庁などへ提
供されることはありません。

告訴をしようと決める！

書類を九州事務局に送付する！
【2012年10月15日必着】

事務局へ連絡
書類を受け取る！

入会申込書を書く！

会費を振り込む！
一口 1,000円、何口でも

委任状を書く！
印鑑を２か所、シャチハタ不可
自筆で書く

陳述書を書く！（任意）
できるだけ書いてください！

福島地方検察庁に提出に行く !
（第二次提出 2012年11月15日）

■告訴・告発とその後の流れ■告訴団入会の流れ■告訴とは？■福島原発告訴団会則（抜粋）
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検察官が被告人を訴える

福島原発告訴団

被害者　　第三者

検　　　察

裁判（刑事訴訟）

検察審査会

被告訴・被告発人目録

■事務局本部（福島）の連絡先

会費・カンパ入金先

福島原発告訴団・九州の連絡先（書類送付先）
〒840-0844　佐賀県佐賀市伊勢町2-14
TEL 090-3325-0651於保（おぼ） 090-7532-1336 大江
FAX 0952-37-9213
E-mail       kokuso.kyushu@gmail.com
URL　　  http://kokuso-kyushu.jimdo.com
フェイスブック  http://www.facebook.com/kokuso.kyushu
ツィッター   @kokuso_kyushu

振替口座記号番号　01780─2─9181 4
加入者名　福島原発告訴団九州
　　　　　（フクシマゲンパツコクソダンキュウシュウ）

※HPよりダウンロードもできます 犯罪事実を訴え、処罰を求める
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